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１．はじめに
　ロシア政府は、世界銀行の年次報告書・ビジネス
環境調査（Doing Business）（世界190ヵ国が対象）１

におけるロシアの国別ランキングを、2011年の120
位から15年には50位に、18年には20位にすることを
目標に掲げてビジネス環境整備に取り組んでいる。
16年10月25日に発表された最新のランキングでは、
ロシアは40位（日本は同34位）になるなど、目標達

成に向けて前進している。また、ジェトロが16年10
月〜11月に実施したロシア進出日系企業実態調査で
は、今後１〜２年の事業展開の方向性を拡大すると
見込む企業が２年ぶりに50％を超えるなど、17年以
降、日系企業のロシアでのビジネス展開の状況改善
が期待される。
　知的財産権保護の分野では、ロシアを中心とする
地域経済統合が深化する中で、加盟国間での関連制

ロシアにおける知的財産権保護制度と
権利侵害対策の最新状況

日本貿易振興機構（JETRO）サンクトペテルブルク事務所長

宮川　嵩浩



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年２月１日（水曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

度統一化の動きが進展するなど、知的財産権保護制
度や模倣品対策の運用面が変化している。
　従って、本稿では、これまでの日系企業からの問
い合わせ内容を踏まえ、昨今の動向を整理しつつ、
知的財産権保護制度と民法第４部の改正動向、地域
経済統合の深化に伴う知的財産権保護制度統一化の
動向、知的財産裁判所の活動状況、模倣品流通状況
と模倣品対策の最新情報について紹介する。

２．知的財産権保護制度と民法第４部の改正
動向

　まず、ロシアは、工業所有権の保護に関するパリ
条約、文学的および美術的著作物の保護に関するベ
ルヌ条約、実演家・レコード製作者および放送機関
の保護に関するローマ条約、特許協力条約（PCT）、
標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書な
ど主要な知的財産権分野の国際条約に加入してい
る。加えて、12年８月22日にWTOに加盟し、知的
財産権全般の保護や知的財産権のエンフォースメン
ト（権利行使）手続きについて規定している知的所
有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）
の遵守義務も発生している。
　また、国内の知的財産権保護制度については、ロ
シア連邦民法第４部（08年１月１日施行）で規定さ
れている。14年には民法第４部の大幅な改正が行
われた。具体的には14年３月12日、民法第４部の改
正法が成立し（一部の例外を除き、14年10月１日発
効）、327の条文のうち約半数の169の条文が改正さ
れた（14年３月12日付連邦法第35-FZ号「ロシア連
邦民法第１部、第２部、第４部および個別の連邦法
の改正について」）。同時に、新たに７つの条文が追
加された。追加された条文は、１．公の紋章や名
称、識別標章を含む対象物（第1231.１条）、２．科
学、文学、芸術作品の使用に対するオープンライセ
ンス（第1286.１条）、３．相続による著作隣接権の
移転（第1308.１条）、４．データベース製作者の権
利侵害に該当しない行為（第1335.１条）、５．従属
特許、従属実用新案、従属意匠（第1358.１条）、６．
特許権、実用新案権、意匠権侵害の責任（第1406.1
条）、７．相続による集積回路配置利用権の移転（第
1457.１条）である。
　前述の改正は主に、民法第４部導入後の法律運用

面での課題解決や国際法への準拠を目的として実施
された。
　14年の改正の主なポイントとして、一般規定の中
では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に係わ
るライセンス契約の登録手続きが簡素化された（第
1232条第３項）。ライセンス契約の連邦知的財産局

（ロスパテント）への登録は、契約当事者双方ある
いはいずれか一方が、契約書の提出に代えて取引事
実（契約の種類、契約当事者に関する情報、契約の
対象）の通知を行うことで登録できるように簡素化
された。また、営利活動を行う企業間での排他的権
利の譲渡やライセンスの際の無償契約が禁止された

（第1234条３.１項、第1235条５.１項）。無償の譲渡契
約やライセンス契約についてはこれまで法律上認め
られてきたが、税務署が、実際には有償だがそれを
カモフラージュするための無償契約と判断し、市場
価格を算定基準としてロイヤルティーへの課税のほ
か追徴金を課すケースがあった。そのため、法制度
間の不一致を解消する趣旨で改正された。
　著作権の分野では、14年の改正により、「インター
ネット・サイト」が編集著作物（選集、百科事典、
データベースなど）と判断されることが規定された

（第1260条第２項）。
　また、特許（発明）の分野においては、発明の対
象が明確化された（第1350条）。14年の改正で、保
護対象となる発明は「特定目的のための製品または
プロセス（方法）の使用を含む、製品または方法に
関する技術的解決策」と規定された。加えて、特許
の権利保護期間延長制度（最長５年）の適用は医薬
品、殺虫剤、農薬についての製品に限られ、開発・
製造方法は対象外となることが規定された（第1363
条、15年１月１日発効）。
　実用新案の分野では、出願審査に際して実体審査

（新規性、産業上の利用可能性）が導入された（第
1390条）。権利保護期間については、最長３年の延
長制度が廃止され、最大で10年となった（第1363条、
15年１月１日発効）。
　意匠の分野では、本質的特徴の定義が改正された

（第1352条）。これまでは形態、構造、装飾、色彩が
本質的特徴とみなされてきたが、それに加えて、線、
輪郭、素材なども考慮されることになった。他方、
本質的特徴の一覧の提出は不要になった（第1354条


